
神奈川県人事制度見直し検討会（第１回） 

 

日時：令和８年２月 20 日（金曜日） 

   10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

場所：神奈川県庁本庁舎４階 正庁 

   （オンライン併用開催） 

 

【次第】 

１ 開会・委員紹介・あいさつ 

２ 会長の選任 

３ 議事 

   ・論点１ 

   ・論点２ 

   ・論点３ 

   ・その他 

 

 

【資料】 

・資料１ 神奈川県人事制度見直し検討会 構成員名簿（２ページ） 

・資料２ 神奈川県人事制度見直し検討会 設置要綱（３ページ） 

・資料３ 神奈川県人事制度見直し検討会（第１回）事務局説明資料 

（４ページ） 
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  資料１   

 

神奈川県人事制度見直し検討会 構成員名簿 

 

 

（五十音順・敬称略） 

所属・職 氏名 

明治大学政治経済学部 教授 牛山 久仁彦 

弁護士（神奈川県弁護士会所属） 大関 亮子 

株式会社浜銀総合研究所 

経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 担当部長（事業企画・推進担当） 

人材・組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 上席主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

野口 衛 

法政大学法学部 教授 林 嶺那 

独立行政法人労働政策研究・研修機構 

職業構造・職業指導部門 副統括研究員 
深町 珠由 
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  資料２   

 

神奈川県人事制度見直し検討会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 全ての職員が最大限能力を発揮できる神奈川県庁を目指し、有識者等から広

く意見を聴取し、今後の人事制度全般に反映させるため、神奈川県人事制度見直し

検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（意見を求める事項） 

第２条 検討会は、人事制度全般の見直しに関して、専門的見地等に基づく意見を聴

取する。 

 

（設置期間） 

第３条 検討会の設置期間は、令和９年３月 31 日までとする。 

 

（構成員） 

第４条 検討会は、第１条設置目的に関連する学識経験を有する者等から選定した者

５名程度をもって構成する。 

２ 検討会の構成員（以下「構成員」という。）の選任期間は、会議設置の日から令和

９年３月 31 日までとする。 

 

（会長） 

第５条 検討会に会長１人を置く。 

２ 会長は、構成員の互選により定める。 

３ 会長は、検討会における意見を取りまとめる。 

４ 会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名する者が代理する。 

 

（会議の開催） 

第６条 検討会は、知事が必要に応じて開催する。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、検討会に構成員以外の者を出席させること

ができる。 

 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、総務局組織人材部人事課が行う。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月 30 日から施行する。 
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神奈川県人事制度見直し検討会
（第１回）

事務局説明資料
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資料３



背 景
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人口減少社会・ＡＩ時代を踏まえ、よりスリムかつ簡素で効
率的に機能する体制を構築する必要がある。

背景
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４０代後半の職員が極端に少ない「いびつな年齢構成」への
対応が急務

背景
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年齢・職位分布（一般事務のみ）R7.4.1
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積極採用で、若手職員（主事・主任主事級）の割合が約半数

職位分布（一般事務のみ）背景

１級主事; 1,036 ; 
20%

２級主事; 721 ; 
14%

主任主事; 676 ; 
13%主査; 801 ; 16%

副主幹; 783 ; 15%

ＧＬ・主幹; 
605 ; 12%

課長; 
420 ; 8%

部長・参事; 57 ; 1%

局長・参事監; 53 ; 1%
理事; 2 ; 0%

職位割合

１級主事; 826 ; 
15%

２級主事; 
541 ; 10%

主任主事; 324 ; 
6%

主査; 1,075 ; 20%

副主幹; 1,237 ; 
23%

ＧＬ・主幹; 822 ; 
15%

課長; 
457 ; 9%

部長・参事; 73 ; 1%

局長・参事監; 41 ; 1%
理事; 5 ; 0%

職位割合
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課 題
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課題

・  １級から５級まで試験等による明確な選抜機会なく昇格
・  ４・５級の役割が明確でなく、６級に役割・職責（管理監督・人事評価・議会）が集中
・ 課長の職務代理である「副課長や課長代理」が「課長」と同格（７級）
・   全体的に「職」に対して「級」が上振れ

国（本省） 係員
主任

係員(特に高度)
係長

主任(困難)
係長(困難) 課長補佐 課長補佐(困難) 室長 室長(困難)

課長(重要)
／課長(特に重要)

都道府県
(国による整理)

係員 係員(特に高度) 係長 課長補佐
総括

課長補佐
課長 総括課長 次長 部長／－

神奈川県 主事 主事 主任主事 主査 副主幹 ＧＬ
課長

副課長
部長

局長・副局長
／理事

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 9/10級

国 14.0% 13.4% 19.7% 21.6% 14.5% 11.3% 2.8% 1.5% 1.1%

都道府県平均 14.1% 14.7% 20.1% 21.0% 15.3% 10.1% 3.0% 1.1% 0.5%

神奈川県 19.9% 12.3% 13.3% 19.5% 15.3% 10.9% 7.2% 1.0% 0.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
級別構成員（％）の国・全国比較（R6.4.1）「地方公務員給与実態調査」

※５級制の東京都、８級制の大阪府、７級制の広島県は集計から除外

※10級制（14団体）は９級と統合して把握
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課題

・  副課長・課長代理（無管手）より課長（管手受給者）の方が多い
・  ライン課長よりスタッフ（担当）課長の方が多い
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課題

・  時間外勤務は類似の他都府県や全国平均よりも低く推移
・「グループリーダー級」「本庁」に偏り
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課題

・｢若手職員｣ほど、業務を少ない（余裕がある）と実感
・｢若手職員｣ほど、自らの｢能力向上・活用｣を求めている

職位別「働きがいを感じる理由」上位３位／R6.9「働き方・行政改革に関する職員意識調査」

職位別「あなたの業務量は適正だと思いますか」／「人事制度に関するアンケート」R5.8
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課題

・  業務量が「多い」と感じている職員よりも「少ない（余裕があ
る）」と感じている職員の方が「キャリア形成の実感」が少ない。
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課題

・   人事評価について、約７割が適切に評価されていると実感
・   人事評価について、約６割が処遇に適切に反映されていると実感
・   一方、全職員の８～９割前後が「Ａ」評価に集中
人事評価について、適切に評価されていると思うか／「人事制度に関するアンケート」R5.8

区 分 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

管理職
手当受給
職員

能力 0.0％ 95.7％ 4.3％ 0.0％ 0.0％

意欲 0.0％ 96.0％ 4.0％ 0.0％ 0.0％

実績 0.0％ 92.4％ 7.6％ 0.0％ 0.0％

管理職
手当受給
職員以外

能力 0.0％ 77.6％ 22.1％ 0.3％ 0.0％

意欲 0.0％ 81.8％ 17.7％ 0.4％ 0.0％

実績 0.0％ 75.8％ 23.8％ 0.4％ 0.0％

「人事行政の運営等の状況について（令和６年度に実施した一般職員の人事評価の状況）」

人事評価結果について、人事上の処遇（昇任昇格・昇給・勤勉手当（成績率）
等）に適切に反映されていると思うか。 「人事制度に関するアンケート」R5.8
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課題

・「多様な採用（中途採用・ＳＰＩ試験等）」の職員割合が増加
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管理職が大量に退職する今後１０年を見据え、

そのための

課題

退 職
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今後の進め方
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進め方

✓ 「 」の実現に向け、約１年間、必要な検討を実施。

（スケジュールは後述）

✓ 県の人事制度全般を変革するもので、職員一人一人のキャリアや働き方、

業務の進め方、意思決定に、大きな影響を与えるもの。

※ 国の制度に準拠し運用している給料表や休暇制度等は、原則として、
今回の見直し対象とはしない。

✓ 検討会と並行して、職員による主体的な議論（プロジェクトチームの設

置や職員アンケートの実施） を行い、意見を反映しながら進める。
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進め方

検討会 主な検討事項等 プロジェクトチーム

第１回
（R8.2.20）

神奈川県の現状（背景・課題等）説明
見直しの方向性

第２回
（R8.5）

「少ない幹部」「若手職員中心」の執行体制

第３回
（R8.8）

早期の人材育成と適材適所の能力活用

第４回
（R8.12）

「報告書（素案）」について

第５回
（R9.2）

「報告書（案）」取りまとめ

✓ 検討会ごとに、職員向けアンケートを実施

✓ ＰＴはアンケートを取りまとめ、検討会に意見を提案

【４～5月頃 発足】

・県職員全員が共有
できる理念・目標等
を策定

・職員アンケートを
踏まえた検討会への
意見提案

・その他、職員の当
事者意識の醸成や人
事制度見直しの理解
促進に向けた取組
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議論
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論 点 備 考

論点１ 「少ない幹部」「若手職員中心」の執行体制

論点２ 早期の人材育成と適材適所の能力活用

論点３ 県職員全員が共有できる理念・目標等
※プロジェクトチーム
による議論
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【見直しに向けたアクション（案） 】

【主な背景・課題等】 

・ 10年後に同じ数の幹部層を維持するのは不可能

・ 若手職員（主事・主任主事級）の割合が約半数

・ １級から５級まで試験等による明確な選抜機会なく昇格

◼ ３層制（局・部・課）から２層制（局・課）へ

◼ 業務遂行の基本的な単位である「課」の大括り化

◼ 課長を支える職（副課長、課長代理、グループリーダー）の再設定
※ 課長級のうち無管手の職を廃止し、「課長補佐」相当職（６級）を設置

◼ 業務管理等を行う中間層の設定
※「係長」相当職（４～５級）を設置

◼ 「係長」相当職を担う職員の選抜
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【見直しに向けたアクション（案）】

【主な背景・課題等】 

・「多様な採用（中途採用・ＳＰＩ試験等）」の職員割合が増加

・ 全職員の８～９割前後が「Ａ」評価に集中

・「若手職員」ほど、自らの「能力向上・活用」を求めている

・ 余裕がある職員の方が「キャリア形成の実感」が少ない

◼ 原則、採用後約10年としている「ジョブローテーション期間」の見直し
※ 現行【３(又は４)年×３所属】＝10年の短縮

◼ 将来の幹部育成に向け、専門試験で確認できていた基礎知識等を習得させる仕組作り

◼ 人事評価基準の見直し（基準・期間の細分化等）

◼ 職員情報の把握・適材適所の配置、職員の納得性を高めるデジタルツールの活用

◼ 谷間の世代（現40代）が退職する次の１０年後を見越し、専門人材の育成手法の検討

※ 「キャリア選択型人事制度」のうち、「専門人材」としてのキャリアパスの再設定
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【プロジェクトチームによる議論（イメージ）】

【目的】 

・「全ての職員が最大限能力を発揮できる神奈川県庁」に向けて職員意識を醸成

◼ 職員の多様化等を踏まえ、県職員全員が共有できる理念・目標等が必要

◼ 職員自らが「神奈川県職員」を再定義

◼ 職員全員が納得して共感できる、政策に左右されない普遍的な「神奈川らしい」理念等を策定

※ 職員への浸透や、策定後の積極的な活用方法も同時に検討する

※ 民間企業における「人的資本経営」の議論（ＭＶＶ・パーパス）や国（人事院・省庁）の例を参考
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【参考】国や民間企業の例（ＭＶＶ・パーパス）

人事院 デジタル庁 トヨタ ソニーグループ

Misson
使命

存在意義

公務員を元気に国民
を幸せに

誰一人取り残されな
い、人にやさしいデ
ジタル庁を

幸せを量産する ＜Purpose(存在意義)＞

クリエイティビティと
テクノロジーの力で、
世界を感動で満たす。

Vision
目指す姿
未来像

多様な才能が集い磨
きあう
活気ある公務へ

優しいサービスのつ
くり手へ。
大胆に革新していく
行政へ。

可動性(mobility)を社
会の可能性に変える

Value
価値観
行動指針

自由に異見を／ユー
ザー視点で／まなざ
し広く／プロフェッ
ショナルとして／失
敗恐れず積極果敢に

一人ひとりのために
／常に目的を問い／
あらゆる立場を超え
て／成果への挑戦を
続けます

トヨタウェイ
ソフトとハードを融
合し、パートナーと
ともにトヨタウェイ
という唯一無二の価
値を生み出す

＜Values(価値観)＞

「夢と好奇心」「多様
性」「高潔さと誠実
さ」「持続可能性」
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